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かつては行われなかった。最低限度以上の生
活の回復は、基本的には自助努力の問題とさ
れたのである。
　しかし、今日、責任を取るべき加害者を特
定できない場合や天災の場合であっても、被
害者に落ち度がないのに重大な負担を受忍さ
せるのは不合理ではないかとの声が大きくな
りつつある。その声に押され、ごく些少で状
況依存的ではあるが、公的な個人補償を含め

はじめに

　医療事故に限らず、加害責任の不明な被害
は、以前には不運とあきらめるだけで、せい
ぜい身内等の私的援助などがあれば不幸中の
幸いであった。日本国憲法上の社会的生存権
も、文化的最低限度の生活を保障するだけで、
それを越えた個人補償は、たとえ人生を変え
てしまうような大被害に対してであっても、
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ら生命保険や疾病保険に加入しておくなりす
るほかない、という従来からの声も聞こえる。
　実際、我々が他人に対して絶対に守るべき
完全義務とは、きわめて限定されたものであ
ろう３。その義務は、利己心ゆえにウソの約
束をしたり、盗物の所有権主張をしたりする
などしてはならないということである。それ
は、人格の平等を前提する近代人の倫理を明
瞭に表現したカントの指摘するように、自己
矛盾を犯した言動だからであり４、他人を一
方的に自分の目的実現の道具にするだけだか
らであり５、他人の道徳的自律を侵害してい
るからである６。これに対して、他人の不幸（例
えば医療事故被害）を取り除き他人の幸福を
促進するという積極的な親切行為は、不完全
義務でしかない。というのは、親切は行わな
くとも矛盾は生じないし、他の人格を一方的
に手段化しているわけではなく、互いに自律
を尊重しあう人間関係も十分成立しているか
らである。まして、患者の疾病を治療してい
る善意の医療機関の加害責任も明確でないど
ころか、不可避的に生じた一個人の被害まで、
国家や自治体が補償するなどという親切行為
の制度化など、考えられないということにな
ろう。むしろ、国家は完全義務違反をさせな
いよう規制しつつも、さらに不完全義務の親
切については自発的に行おうとする者がする
に任せるべきであり、それこそが近代社会の
対等平等の公正な倫理である、ということな
のである。これは、リバタリアニズムのいう

「最小国家（夜警国家）」７そのものであろう。
　しかし、限度を越えた被害についてまでも
その救済を個々人の自発的な善意に委ねたま
までよいということになるであろうか。
　前記のように近代的な義務区分を示したカ
ント自身、まさに完全義務の問題として、自

た対処が震災など様々な分野で徐々に実施さ
れつつある１。これは、加害者側過失の存在
の挙証責任を被害者から被告訴人へ移転させ
る司法上の対応や、製造物責任法（199４年制
定）によって製造者に無過失責任を負わせる
立法上の対応から、さらに国家や自治体が被
害者支援を行政的に実施するという一歩進ん
だ措置である。
　医療においても、無過失医療事故被害に関
して、直接的あるいは間接的な医療機関の管理・
監督者としての国家や自治体が補償を行う制
度が、欧州などではすでに発足している２。我
が国でも、こうした補償について被害者の具
体的権利として本格的に制度化するためには、
原点に立ち返りこの声の倫理的根拠等を明ら
かにすることも必要なのではないであろうか。
本稿では、無過失事故などに対して被害者に
公的な補償を行うべき倫理的根拠は、何に求
められるべきであるかという論点について考
察することにしたい。そしてこの考察を踏ま
えた視点から、近年欧州各国で整備されてき
た無過失医療事故を含む被害補償制度につい
て簡潔な検討を行いたい。

₁．被害者救済と「人間の尊厳」
　　― 補償請求の正当性について ―

　たしかに、医療事故として問題になる被害
は、生死に関わるものや重大な障害の残るも
のが少なくなく、本人や家族の人生設計その
ものが極端に暗転する場合さえある。その点
で、被害者だけにその負担を追わせるのは、
正当ではないようにも思える。しかし他方、
それは償うべき加害者がいなかったりそれさ
え明確にできなかったりするなら、一種の天
災ともいえなくもない。これに対しては、同
情する者が自発的に援助するなり、事前に自



― 81 ―

無過失医療事故補償制度の倫理的根拠について

ていく、という見通しを示してもいた１１。
　つまり、人間は意志決定過程で外部刺激に
左右されない自己決定の形式において、さら
にその決定を実質的に導く幸福観が個人的欲
望から道徳的目的へと陶冶されていく展望に
おいて、実質的にも絶対的な価値として尊厳
性をもつ、ということである。
　この人間一般の平等な尊厳性こそ、近代以
前の身分的特権制度にきびしく対抗する理念
であり、国連の世界人権宣言で言及され人権
規約において具現されているように、近代社
会構築の原点である普遍的な人権を基礎づけ
るものである１２。つまり、かつて古代・中世
ヨーロッパにおいて、理性的な指導を受けれ
ばそれを理解するだけの受動的理性しかもた
ない者と自ら理性的な生き方を探り当てられ
る能動的理性までもつ者との間には、身分区
別があって当然である、という正当化がなさ
れたが、それを否定するものである。近代に
は、誰もが知的かつ道徳的な理性をもち、と
くにカントでは後者において、人間は人間関
係行為や意志決定において平等であり自律的
であり尊厳である、という認識がえられた。
　この人間の尊厳は、既述のように各人が自
己決定によって自己形成することを妨害され
ないという意味で消極的な権利、自由権が保
障されて初めて可能的となる。しかし、その
自己形成が現実となるには最小限の生存、教
育、労働が積極的に保障されていることが必
要不可欠である。そのため、それらに対する
社会権が確立されるに至ったのであった。
　ところが、最低限の生存、教育、労働が保
障されていたとしても、深刻な事故によって
この人間の尊厳が危機に瀕することがある。
　例えば、すぐれた建築士として活躍し多く
の斬新な建物の設計に携わってきたのに、４0

他をたんなる手段として扱うことの禁止を論
ずる中で、人間の尊厳性に関する解明を行っ
ている。そしてこの人間の「尊厳」の尊重は、
欧州の文化的伝統を踏まえた生命倫理に関す
る「バルセロナ宣言」８（1998年）４原則のひ
とつであるとともに、ユネスコの「生命倫理
と人権に関する世界宣言」９（２00５年）の中に
取り入れられた重要な生命倫理の原則である。
　そこで問題になるのは、人間は他と比較評
価できる相対価値ではなく絶対的な価値をも
つが、それはなぜかということである。カン
トの解明によれば、人間は、外的刺激にあや
つられるだけの存在ではなく、自ら目的を立
てて実現しようとする自己決定の形式におい
て他に代え難い主体存在である。まさに、発
生し実現する目的そのものであり、他の目的
の手段としてではなくそれ自体で価値がある。
それゆえに、人間は主体的な人格として絶対
的な価値をもつ、すなわち尊厳のある存在だ、
ということである１０。ここに、欧州の生命倫
理も米国の生命医療倫理も、ともに４原則の
ひとつとしている自律尊重の根拠がある。
　さらに実質的にも、人間が目的とするのは
自らが幸福と判断し主体的に決定するもので
はあるが、人間は道徳的理性をも具えた存在
であるので、その目的が道徳的な目的である
ことになるよう、努力する存在であるという。
すなわち、自らの幸福観にしたがって、自ら
の目的を自ら決定する存在でありながら、自
らの幸福を他者との道徳的な関係の中に位置
づけようと努力することによってこそ、人間
は他からの刺激に左右されず自他の幸福に力
を尽くす真の自律存在、主体存在たりえると
いうわけである。人類としても、実際に歴史
の中で試行錯誤しながら無秩序状態から自由
で平和な「世界市民的状態」へと自己形成し
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で、あるいは遺伝子異常で障害者として生ま
れることもある、なぜそれに類する悲劇にい
ちいち補償がなされなければならないのか、
という反論もあろう。しかし、以上の人間の
尊厳性を守る視点からは、これらいずれにつ
いても同様の援助や補償が必要だということ
にしかならない。もちろん、実際に当該社会
や当該機関がどこまでその補償を担えるかは、
財政やその配分など別の問題である。
　とはいえ、たしかにアメリカの自己決定中
心の生命医学倫理４原則１３の視点からは、こ
れはやり過ぎとみなされよう。患者に対する
医療者の善行仁恵にしても、診療契約関係の
中に入った場合に適用されるわけであって、
端的な親切や慈善の関係ではない。本人自身
の自己決定によって、一定の確率で起きる医
療事故にたまたま誰かが遭遇したにすぎない。
自由至上主義libertarianism１４からすれば、そ
れに対処したいなら自分で保険を掛けておけ
ばいいのである。
　しかし、欧州の既述の「バルセロナ宣言」

（1998年）４原則には別の視点があり、一見
共通の自律原則の他に、異なる三原則が盛り
込まれている。それらは、米欧の両４原則等
を統合しようとしたユネスコの「生命倫理と
人権に関する世界宣言」（２00５年）で採用さ
れた。それらとは、既述の「人間の尊厳」の
他に「人間の（無防備）脆弱性vulnerability

と個人の統合（一体）性integrity」の原則で
ある。欧州宣言によれば、人間の「脆弱性」
という概念は特別な弱者だけの問題ではなく

「人間の有限性ともろさを表現している」。つ
まり、自らの人生を個人として自分らしい「統
合性」をもって切り開いていく、という人間
の尊厳の基盤は、実はきわめて脆弱なのだ、
という「人間の尊厳」に対する深い認識がこ

代半ばに医療事故で四肢を動かせない状態に
なったとすればどうであろう。誇りとやり甲
斐のある専門職は失われ人生設計を急変させ
られるという大きな失意の中で、自分の人生
の目的を立てて生きて行く気力も資力も失わ
れ、捨て鉢になり主体的な人生構築を放棄す
るに至ってもおかしくない。自らの人生に対
して自らの価値観から、自らの幸福と判断す
る目的を、自ら決定して臨むところにある尊
厳性は、可能性としては残っていても、現実
には認められない、ということになろう。
　そうではなく、当人が人間の尊厳を現実に
取り戻し再出発するには、以下のような援助
が不可欠になろう。まず第一に、最低限度の
生活補償と被害に関する医療補助が保障され
ることである。第二に、自分がなぜそうした
被害に会わざるを得なかったのかという医療
上の情報を与えられ理解できるようになるこ
とであり、その援助が受けられることである。
第三に、自分の被害の苦しみについて医療者
を含む関係者に理解し共感してもらえ、孤独
ではないという、ごく普通の人格相互尊重の
精神状況を回復することであり、その援助が
得られることである。そして第四に、人生の
再挑戦に最低限必要な資金補償が受けられ、
人生半ばでの困難な再出発の援助・指導が得
られることである。こうして、現実に自らの
人生の設計者、建築者に復帰できる。この四
種の支援によって初めて、とくに第四の補償
の下で初めて、主体的な人間の尊厳性を回復
することができるのである。

₂．「人間の脆弱性」と社会的な補償

　いや、そうした被害は特別なことではない、
震災や火災などでこうした悲劇は無数にある
ではないか、という反論もあろう。妊娠異常
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い存在であり、それを保護する補償や支援こ
そが社会倫理上重要であることになる。

₃．欧州諸国および日本の医療事故補償
制度について

　実際、一方で高度技術の導入や医療経済の
逼迫等に伴う医療事故の深刻化、他方で被害
に対する人権意識の高まりという状況下で、
欧州や我が国で医療事故補償制度の制定や改
正の動きが目につく。それらの動きには、無
過失医療事故補償に関する以上の考察から、
どんな特徴や問題があるかをみておきたい。
　それらに共通なのは、補償対象と定められ
た医療事故被害に対しては、被害者が裁判に
訴える場合に比べて、被害者が時間と費用を
かけず、短期間の内に補償される行政手続き
になっているという点である。また、無過失
事故に関しては重大被害に限定されていると
いう点である。
　まず、197５年という早い時期に医療事故補
償制度を立法化して立ち上げたのがスウェー
デンである。当初、補償対象とされた被害は、
治療の直接的な結果で、医学的根拠に基づか
ない治療法の場合であり、そうでなければ最
近の知識により確立された方法でない場合で
あり、そうでなければ別の方法で被害回避が
できた場合、という過失の推定される３つの
場合のみであった。しかし、「一九九一年七月
一日の保険条項改定の際に」、「現に罹患して
いる疾病に比して不合理に重大な被害」も補
償対象になった１５。つまり、治療に伴う被害
であり、重大な被害の場合には、過失であろ
うと無過失であろうと原因責任の特定なしに
補償されることになったわけである１６。
　こうした事情は、隣国のデンマークの場合
も同様である１７。補償対象とされる無過失事

こに存在するのである。いつ誰が、何らかの
事故によって、その脆弱さを心身両面とも突
かれるかもしれないというのである。
　まさにプロメテウスが、人間に文化の象徴
としての火を与えなければならなかったのは、
その「脆弱性」のせいであろう。我々人間か
ら、文化やそれを産む社会を取ったら何が残
るのか。人間は、単独ではきわめて脆弱な存
在であるが、社会とその文化のおかげで、物
質的かつ精神的な安定と力強さを得ている上
に、個性的な存在として主体的自律的に人生
を切り開けてもいる。他方、この人間の脆弱
性という反面を抜きにしてしまえば、人間の
個性的自律は、神の全能な自由と程度の差し
かないことになってしまうであろう。しかし
当然、そのような社会といえども、やはり人
間の脆弱性の完全克服にまでは至れない。
　それゆえ、無過失医療事故のように加害者
が不確定ながら被害者が深刻な被害を受けた
場合、当該社会は人間の尊厳を守るため人間
の脆弱性を保護し、最低限の生活だけでなく
元々の「統合性」のある個性的な生き方の補
償や支援をもしなければならない、というこ
とである。その被害が人間の尊厳の危機に関
わる極度の悪化である点において、知人や
ヴォランティア、民間保険などの私的補償だ
けではなく、公的補償も問題にもなる。その
点で、この補償は最低限度の生活保障とは別
の問題なのである。
　たしかに、過失がないなら被害補償義務は
ない、私的な保険入会や自発的な慈善活動に
ゆだねるべきであるとする自己決定権至上主
義のアメリカ生命倫理もある。これに対して、
ユネスコ宣言で採用されることになったヨー
ロッパ生命倫理の人間の「統合性」や「脆弱
性」の原則によれば、人間は元来有限でもろ



― 84 ―

埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第７号

の問題であり、人権保障は国家の義務だから
である。
　日本の場合、医療事故に関しては医薬品と
生物由来製品の健康被害についてしか補償制
度がない１９。さらに現在、厚労省において産
科無過失医療事故制度が一部の疾患について
のみ検討されているが、原資は医療機関が支
払う共済方式であり、医療機関はその費用を
出産費に上乗せするという案である２０。これ
は、西欧諸国の制度に比べてあまりにも不十
分な制度である。その基本的な考えは、そも
そも人権保障や人間の尊厳に対する理解に基
づくものではなく、産科医不足解消という対
症療法的なものでしかない。むしろ、ここに
おいて憲法の「個人の尊厳」の理念に立ち返っ
て、本質的な議論を行い、それを踏まえて制
度設計をするべきであろう。

結びにかえて

　現代正義論論争を巻き起こしたロールズは、
「もっとも重要な一位善が自尊心の善である」
ことを繰り返し指摘し、その理由を「自尊心
なくしては何事も行う価値がないように思え
る」（『正義論』§６7）からだとしている。そ
の自尊心とはすべての人が自分の「人生計画
は遂行するだけの価値がある」とする「堅い
信念」であり、そうした「自分のもくろみを
果たす自己の能力…中略…に対する自信」で
あるとする（同所）。このように、自信をもっ
て自分なりの価値観から価値あるとする人生
計画を作り実現することの内にこそ、人間の
根源的な主体価値、「人間の尊厳」がある。そ
れゆえに、社会構成原理として様々な正義の
原理のどれを採用するかを決めるべき「原初
状態にいる当事者たちは、およそどんな犠牲
を払ってでも、自尊心を害するような社会的

故として、医療行為によって「被害が発生し
て、それが患者の当然の忍耐の限界を著しく
超えた場合」が第２条第４項に明記されてい
るのである。
　他方、フランスの場合、制度の発足は２00２
年と北欧より遅れはしたが、重大な医療事故
の場合、当初から過失か無過失かを問わずに
補償対象になった。その重大被害も明確に
規定されており、「直らない障害度２４％以上」

「連続６ヶ月以上の労働不能」「専門能力の
喪失」などの被害でさえあればONIAMが補
償し、不満の場合には裁判に訴えることがで
きるし、軽度でこの「基準に達しない場合は、
調停を勧める」という１８。ここで、「専門能力
の喪失」が補償対象とされていることから明
らかなように、最低限度の生活保障という社
会権的生存権の見地ではなく、原因が不明で
も本人の責任でない場合の人生暗転を補償し
支援しようとする見地が示されている。もち
ろん、専門家として働いていたときの収入ま
で完全に補償しようということではない。し
かし、この人生暗転の局面においても、なお
本人が人間の尊厳の本質である自己決定によ
る自己形成に希望をもち、人生に対して主体
であり続けるための支援とみなすことができ
よう。
　他方、補償のための資金はどのように調達
されるかといえば、北欧の場合、当初は医療
機関が任意で加盟する共済方式であったが、
立法化とともに強制加盟の共済保険となった。
これに対して、フランスの場合は、補償機関
は行政組織であり、補償費・運営費とも国費
による。本人に責任のない医療事故で、人生
に主体的に関わる基盤が突然奪われた「人間
の尊厳」の危機に、国家は放置も医療機関任
せにもできない。医療は自由市場でなく人権
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ある。次に、現実に国家に補償させ尊厳性の
回復を行うに際して、具体的にどのような諸
権利が有効であるか、あるいは新たな状況の
下での基底権の具体化として、新たな権利が
導出されなくてはならないか、などというこ
とが問題になろう。しかしこの点については、
法的経済的な問題が重要になる。
　なお、こうした公的補償制度が、無過失の
院内事故による患者側の医療不信や医療者側
の患者不信による防衛的医療の防止にもつな
がることも、重視するべき点であろう。

注
１  戦後、自然災害被災者個人への公的支援につい

て、補償金支給を共済方式にするべきか公的資金

によるべきか、家財購入補償金支給が個人の私有

財産形成支援に当たり公平原則に反するか否かな

ど、大災害が起こるたびに議論されてきたが、い

まだに恒久的な法律はなく、個々の災害後の暫定

的な立法となっている。阪神・淡路大震災に関し

ては、次の記事がその議論を伝えている。「復興

へ　第18部　この国／震災３年目の決算」神戸新

聞社、1998年１月1３日～１月２２日。

　　http://www.kobe-np.co.jp/sinsai/fukkou/fukkou18/top.htm

２  スウェーデン＝The Patient Injury Act 

　　(http://www.pff.se/upload/The_Patient_Injury_Act.pdf)

　　デンマーク＝The Danish Patient Insurance Act 

　　(http://uk.patientforsikringen.dk/legislation/thepatientinsuranceact.html)

  フランス：D. マルタン「フランスにおける医

療事故補償制度とONIAMの活動について」非営

利・協同総合研究所いのちとくらし『研究所年

報   No. ２0』２007年８月３1日（Cf. Office National 

d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) 

http://www.oniam.fr/）。過失無過失を問わず、「直

らない障害度２４％以上」「連続６ヶ月以上の労働

不能」「専門能力の喪失」などの被害でさえあれ

ばONIAMが補償し、不満の場合には裁判に訴え

ることができるし、軽度でこの「基準に達しな

条件を回避したいと願うであろう」（同所）と、
その根源性が指摘される。
　そこで、誰にも過失を認められない重大な
医療事故や天災などによって、この自尊心が
損なわれるまでの人生の逆境に陥り、人間の
尊厳が危機に瀕する場合、それを救済するこ
とは社会正義の原理問題であることになる。
つまり、社会の倫理的な存在意義は人間の脆
弱性を補完し尊厳性を護ることにあるのであ
るから、尊厳性が危機に陥った成員に対して
はそれを維持する程度の補償はしなければな
らないのである。ただし、ロールズは弱者を
直接引き上げる平等主義を批判し、強者の優
越的な能力発揮を弱者底上げに貢献する仕方
でしか認めないという間接的方法を推奨して
いるが、これは正義の原則の問題ではなく、
その実現策の問題であろう。
　最後に、本稿前半の原理的な考察からある
べき補償制度を導出するために解明するべき
問題について見通しを述べておきたい。まず、
尊厳性回復のために、個人が国家などに対し
て補償を要求することができるのは、どのよ
うな権利であろうか。まずはその権利は、個
人が尊厳性一般を人間関係において実現する
正当性を示すものとして、包括的な基底的権
利であらざるをえない。したがってそれは、
行為の過程に着目すれば一般的な自己決定権
であり、行為の目的からすれば個々人の幸福
追求権であろう。ただし、社会生活を前提に
する以上、それらは集団的意志決定への参加
や連帯して支え合う幸福追求を含む。その点
で、それらは個人の権利ではあっても私的排
他的なものではなく、広義の自己決定権や広
義の幸福追求権と呼ばれるべきであろう。国
家の方は、それらを保障することによって存
立しその存在の正当性を得るべき存在なので
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